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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）７３４条３項の規定により読み替えて準用される法

３２９条１項に基づく督促処分に係る審査請求について、審査庁から

諮問があったので、次のとおり答申する。  

  

第１  審査会の結論   

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が、請求人に対し、平成２９年６月３０日付けで

した平成２８年３月１日から平成２９年２月２８日までの事業年

度（以下「本件事業年度」という。）に係る法人都民税（均等

割）の申告納付に係る納付金の督促処分（以下「本件処分」とい

う。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分は違法又は不当

であると主張する。  

請求人の会社は小規模であり、利益はなく、累積赤字で、休眠

状態にある。  

課税は、本来、利益から徴収すべきであり、（赤字である請求

人への課税は）公平性を欠いている。  

本件処分は、請求人に極めて過大な負担を強要するものであり、
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一方的に送付するだけの対応は不当である。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年１２月  ４日  諮問  

平成３０年  １月１９日  審議（第１７回第１部会）  

平成３０年  ２月２１日  審議（第１８回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法２４条１項３号によれば、道府県内に事務所又は事業所を

有する法人には均等割額及び法人税割額の合算額を道府県民税

として課されることとなっており、法５２条１項中の表より、

法人の均等割の標準税率は、資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が千万円以下であるものについては年額２万円と規定

されている。  

  また、法２９４条１項３号によれば、市町村内に事務所又は

事業所を有する法人には均等割額及び法人税割額の合算額を市

町村民税として課されることとなっており、法３１２条１項中

の表より、法人の均等割の標準税率は、資本金等の額を有する

法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内
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に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数が５０

人以下のものについては年額５万円と規定されている。  

  そして、法７３４条２項２号によれば、法人に対して課する

道府県民税及び市町村民税については、特別区の存する区域内

においては東京都が都民税としてこれを課するものと規定され

ている。  

⑵  そして、法７３４条４項の規定により読み替えて準用される

法３２９条１項によれば、法人都民税に係る督促について、納

税者が納期限までに道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納

しない場合においては、東京都の徴税吏員は、納期限後２０日

以内に督促状を発しなければならないと規定している。  

⑶  なお、法３２９条１項等の督促状の発付期限に関する部分は

いわゆる訓示規定であり、期限後になされた督促も有効である

とされている（徳島地方裁判所昭和３０年１２月２７日判決・

行政事件裁判例集６巻１２号２８８７頁）。  

２  これを本件についてみると、平成２９年４月１２日、請求人は

処分庁に対して本件確定申告書を提出し、本件納付金を納付する

旨の申告をしたものの、納付期限である同年５月１日までに本件

納付金を納付しなかったことから、処分庁は、請求人に対して本

件処分を行ったものと認められる。  

そうすると、本件処分は、上記１の法令等の規定に従って適正

になされたものであることは明らかであり、何ら、違法、不当な

ものとは認められない。  

 ３  請求人は、上記（第３）のとおり本件処分の違法性又は不当性

を主張するが、請求人の主張はいずれも法令の解釈を誤るものか、

請求人の独自の見解であって、本件処分の取消理由にはなり得な

いものである。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  
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その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 髙橋滋、窪木登志子、川合敏樹  

 

  


